
高齢者あんしんセンター高風園運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条 高崎市が委託し、社会福祉法人群馬県社会福祉事業団が受託運営する地域包括支

援センター地域型センター（愛称：高齢者あんしんセンター高風園、以下、「センター」

という。）が行う地域支援事業（以下「事業」という。）の適切な運営を確保するために

人員及び管理運営に関する事項を定め、センターの専門職が、適切な地域包括ケアを実

現することを目的とする。  

 

（運営の方針）  

第２条 センターの専門職は、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活

を継続できるよう利用者の立場に立って支援を行う。 

２ 事業の実施にあたっては、できる限り要介護状態にならないよう「介護予防サービ

ス」を適切に確保できるようその調整に努めるとともに、要介護状態になっても高齢者

のニーズや状態の変化に応じて必要なサービスが切れ目なく提供される「包括的かつ継

続的なサービス体制」を確立するよう努める。 

 

（センターの名称等） 

第３条 事業を行うセンターの名称及び所在地は、次のとおりとする。 

 名 称   高齢者あんしんセンター高風園 

 所在地   高崎市寺尾町２４１２番地 

 

（職員の職種、員数及び職務内容） 

第４条 センターに勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

職  種  職員数  主 な 職 務 内 容  

管理者  １名  
センターの担当職員の管理に関すること及び業務の実

施状況の把握、指揮命令等に関すること（兼務）  

社会福祉士  １名  

包括的支援事業、介護予防・日常生活支援総合事業、

指定介護予防支援業務、第１号介護予防支援事業、任

意事業に関すること  

介護支援専門員  １名  

包括的支援事業、介護予防・日常生活支援総合事業、

指定介護予防支援業務、第１号介護予防支援事業、任

意事業に関すること  

保健師  １名  

包括的支援事業、介護予防・日常生活支援総合事業、

指定介護予防支援業務、第１号介護予防支援事業、任

意事業に関すること  

 

 

 



（営業日及び営業時間） 

第５条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、市との協議に

より必要と認めるときは、これを変更することができる。 

（１）営業日  月曜日から金曜日  

ただし、高崎市の休日を定める条例（平成元年条例第３６号）第１条第１項各号

に規定する休日を除く。    

（２）営業時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで  

（３）電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制とする。  

 

（センターの基本機能） 

第６条 センターは、以下の基本機能を担うものとする。 

（１）地域に総合的、重層的な「地域包括支援ネットワーク」を構築する。 

（２）高齢者の相談を総合的に受け止め、訪問等により実態を把握し必要な支援につな

げる。また、虐待の防止等高齢者の権利擁護に努める。（総合相談支援・権利擁護） 

（３）要支援者及び介護予防・生活支援サービス事業対象者が要介護状態等になること

を予防するため、包括的かつ効率的にサービスが提供されるよう、適切なマネジメント

を実施する。（介護予防ケアマネジメント） 

（４）個々の高齢者の状況や変化に応じた包括的かつ継続的なケアマネジメントを介護

支援専門員が実施することができるように、地域の基盤を整えるとともに、介護支援専

門員を支援する。（包括的・継続的ケアマネジメント支援） 

（５）多職種が参加する「地域ケア個別会議」、「地域別課題検討会議」を開催し、高

齢者への個別支援、地域課題の把握や社会基盤の整備など、地域ケア会議を活用した地

域づくりを実施する。（地域ケア会議の推進） 

（６）認知症地域支援推進員を配置し、認知症になっても住み慣れた地域で安心した生

活が送れるよう、地域における認知症の人とその家族を支援する。（認知症施策の推

進）  

（７）在宅医療・介護連携に関する相談の受付、在宅医療・介護サービスの情報共有支

援を行うためのシステムを構築する。（在宅医療・介護連携の推進）  

（８）地域に不足するサービスを把握し、多様な主体による多様な生活支援サービスの

提供体制の創設を支援する。（生活支援サービスの体制整備）  

 

（対象者） 

第７条 センターで行う事業の対象者は、概ね６５歳以上の市内の高齢者及びその家族

とする。 

 

（利用料の額） 

第８条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものと

する。 

 

 



（市との協議）  

第９条 センターの円滑かつ適切な運営の確保に関しては、市との協議を行うものとす  

 る。  

 

 

（通常の事業の実施地域） 

第１０条 通常の事業の実施地域は高崎市片岡地域とする。 

 

（虐待への対応） 

第１１条 センターは高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

（平成１７年法律第１２４号。以下「高齢者虐待防止法」という。）等の規定により、  

センターに勤務する職員に対し研修を受講させる等、必要な体制の整備を行うととも

に、虐待の未然防止のために、必要な措置を講じるものとする。 

 ２ センターは虐待の事例を把握した場合には、高齢者虐待防止法の規定に基づき、

速やかに当該高齢者を訪問して状況を確認するなどし、市に情報提供するとともに相互

に連携し、適切な対応をとるものとする。 

 

（苦情処理の体制） 

 第１２条 利用者からの苦情に対応する窓口（連絡先）は次のとおりとする。 

  （１）高齢者あんしんセンター高風園  電話０２７－３２５－３５７８ 

  （２）高崎市福祉部長寿社会課     電話０２７－３２１－１３１９ 

  （３）高崎市介護保険課        電話０２７－３２１－１２５０ 

  （４）群馬県国民健康保険団体連合会  電話０２７－２９０－１３２３ 

     介護保険課（苦情専用） 

 

（事故発生時の対応） 

第１３条 利用者に対する指定介護予防支援及び介護予防・日常生活支援総合事業の提

供により事故が発生した場合は、担当職員は速やかに必要な措置を講ずるとともに、保

険者、当該利用者の家族に連絡しなければならない。 

 

（守秘義務）  

第１４条 センター職員は、業務上知り得た高齢者及びその家族に関する個人情報並び

に秘密事項については、第三者に対して秘匿する。  

２ 業務上知り得た高齢者またはその家族に関する個人情報並びに秘密事項を、センタ

ー職員でなくなった後においても保持するものとする。 

 

（公平・中立性） 

第１５条 センターを運営するにあたり、正当な理由なく特定の事業者・団体・個人を

有利に扱うことがないよう十分配慮するものとする。 

 



（委任） 

第１６条 この規程に定めるほか必要な事項は、市との協議により別に定める。 

 

 

 附   則  

 

  この規程は、平成２９年４月１日から施行する。  

 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 

この規定は、令和６年４月 1 日から施行する。 

 

この規定は、令和６年１０月 1 日から施行する。 

 


